
改良備前網漁業 

 

漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第５８条において読み替えて準用する同法第４２条

第１項の規定に基づき、及び同項の規定を実施するため、漁業の許可及び取締り等に関す

る省令（昭和３８年農林水産省令第５号）第７２条第１項第３号に規定する手繰第三種漁

業に該当する改良備前網漁業につき、愛知県漁業調整規則第１１条第１項各号に掲げる事

項に関する制限措置及び許可又は起業の認可を申請すべき期間を次のように定める。 

 

１ 許可又は起業の認可をすべき船舶等の数及び船舶総トン数その他の制限措置  

（１）漁業種類 

 改良備前網漁業 

（２）許可又は起業の認可をすべき船舶等の数 

 １７隻 

（３）船舶総トン数 

 １５トン未満であって許可証に記載された総トン数 

（４）推進機関の馬力数 

 ４００キロワット以下であって許可証に記載された馬力数 

（５）操業区域 

   渥美外海のうち東経１３７度２９分１９秒の線と、次の点を順次結んだ直線と北緯３

４度２６分１８秒以南の東経１３７度２分５４秒の線から成る線との両線間における

海域。 

ア 北緯３４度３４分５０秒東経１３７度１分５秒の点 

イ 北緯３４度３３分５８秒東経１３７度の点 

ウ 北緯３４度３３分５２秒東経１３７度９秒の点 

エ 北緯３４度３０分５３秒東経１３７度２分１６秒の点 

オ 北緯３４度３０分６秒東経１３７度１分２３秒の点 

カ 北緯３４度２８分５２秒東経１３７度２分６秒の点 

キ 北緯３４度２７分東経１３７度２分６秒の点 

ク 北緯３４度２６分１８秒東経１３７度２分５４秒の点 

（６）漁業時期 

 １月１日から１２月３１日まで 

（７）漁業を営む者の資格 

県内に住所を有し、当該漁業に使用する船舶（漁船法第２条第１項第１号に規定する

船舶）を使用する権利を有する者又は有する見込みのある者。 

 

２ 許可又は起業の認可を申請すべき期間 

  令和８年６月２４日（水）午前８時４５分から令和８年７月２４日（金）午後５時３０

分まで 

 

 

 



３ 備考 

（１）この許可の有効期間は、令和８年９月１日（火）から令和１１年８月３１日（金）ま

でとする。 

（２）この公示に係る許可又は起業の認可には、おおむね次に掲げる内容の条件を付けるこ

とがある。 

ア 最大高潮時海岸線から２，０００メートル以内の海域で操業してはならない。 

イ 使用する漁具は、次の表の左欄の項目について、それぞれ同表の中欄の範囲内でな

ければならない。 

項    目 範     囲 備          考 

１  ビーム 

  (1) 長さ 

  (2) 太さ 

２  ビーム支持部 

  (1) 長さ 

  (2) 幅 

３  魚起チェーン 

４  泥抜き装置 

 

５  そで網の長さ 

６ 網目 

 

５５０㎝以下 

７．８㎝以下 

 

３０㎝以下 

３．９㎝以下 

付加物を付けない 

１連以内 

 

２００㎝以上 

１５㎝につき２８節以下（もじ網にあ

っては５０㎝につき１０５経以下） 

 

 

角材の場合は、対角線の長さ 

 

海底接地部の大きさ 

海底接地部の大きさ 

 

垂直状の薄金属板を並列にチ

ェーンで連結したもの 

（３）当該許可に係る漁業に使用する船舶の船長は、当該許可の漁具を搭載しての航行及び

操業する期間中は、船舶に搭載された自船の航跡を表示する機能を有する航海機器（い

わゆるＧＰＳプロッター。）を正常に作動させ、当該装置により記録される航跡の記録

を、航行の帰港日から起算して２日間保存しなければならない。 

（４）愛知県漁業調整規則第１１条第６項に規定するくじは、愛知県において行うものとす

る。 

 

令和８年６月２３日   愛知県知事 大村秀章 


